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第５回高齢者福祉審議会終了後からの変更点 

㌻ 箇所 変更内容 

2 １計画策定の背景 ８行目 「2040年」→「2040年（令和 22年）」 

3 計画の基本理念 図の表記順番を入れ替え、基本理念の説明文を修正 

10 ５計画策定までの流れ 

〇市民意見等の反映  

２行目 「市民会館等」→「産業文化センター等」 

11 図 地域包括ケアシステム 「老人クラブ」→「健康推進クラブ」 

22 基本目標３ 

２地域資源の開発と担い手の養成 

２行目 「生活支援コーディネーター、協議体、就労的活動支援コーディネーターが中心となり」→ 

「生活支援コーディネーター、協議体等が中心となり」 

23 第３章 計画の体系 体系図を訂正 

24 第４章 推進体制の整備 各論から総論へ移動（移動にあわせて一つの章にまとめ、「具体的な取組み」として別枠での表記をなくし

た） 

27 基本目標１高齢者が健康でいきい

きと暮らせるまちをつくる 

１行目 「1人」→「一人」 

28 

 

③自立支援、介護予防・重度化防止

の取り組み機能の強化 

取組概要 1 行目 「日常生活の活動を高め、社会への参加を促します。また、高齢者の活躍の場づくり」

→「日常生活の活動を高め、高齢者の活躍の場づくり、」 

取組概要４行目 「また、ボランティア・市民活動や就労的活動による高齢者の社会参加を促します。」

を追加 

【具体的な取組み】1行目 「市民活動団体等」を「市民活動団体」 

31 ４ 市独自の取り組み 

①敬老事業 

【具体的な取組み】２行目 「敬老祝金等をお渡ししています。」→「敬老祝金等をお渡しします。」 

３行目「祝状を贈呈しています。」→「祝状を贈呈します。」 

②移動手段の確保 【具体的な取組み】４行目 「一日乗車券を設定しています。」「一日乗車券を希望者に交付します。」 
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32 ⑸ 成果指標 

指標 

「通いの場においてフレイル予防の普及啓発した人数」→「通いの場においてフレイル予防の普及啓発を

した人数」 

33 ⑴在宅で暮らし続けるための重層

的・包括的な支援 

①地域包括支援センターの運営・

評価 

取組概要４行目 「地域包括支援センターを設置しました。」→「地域包括支援センターを設置します。」 

「より効果的かつ効率的な運営を行うため」→「より効果的かつ効率的に運営を行うため」 

34 図  「市と地域包括支援センターの関係図」を追加 

35 ⑤生活支援サービスの充実 

 

【具体的な取組み】２行目 「生活支援コーディネーターや協議体、就労的活動支援コーディネーター」

→「生活支援コーディネーターや協議体」 

※ほか P45,P48,P50同じ 

37 ２認知症施策の推進 

①認知症についての普及啓発 

取組概要２行目 「認知症の発症を遅らせ」→「認知症の進行を遅らせ」 

38 ④認知症サポーターの養成 【具体的な取組み】８行目 「チームオレンジいるま」→「チームオレンジ」 

41 図 「在宅医療・介護連携の推進」を追加 

43 ①虐待防止意識の普及啓発 取組概要１行目 「介護事業者及び市民」→「市民及び養介護施設従事者等」 

【具体的な取組み】 「○養介護施設等に対して、従事者への教育研修や労働環境整備の適切な実施、適

切な事業運営の確保を求めていきます。」を追加 

②虐待の早期発見と相談体制の充

実・強化 

取組概要１行目 「地域包括支援センターや民生委員・児童委員等が家庭への訪問を行うことにより」→

「地域や関係機関の見守りにより、」 

【具体的な取組み】 「○養介護施設従事者等による高齢者虐待について、県や庁内関係課と連携して対

応します。」を追加 

44 ⑹家族介護者の支援 

①家族介護者の支援（ヤングケア

ラーを含む） 

取組概要９行目 「令和２（2020）年３月３１日」→「令和２（2020）年３月」 

１０行目 「令和４（2022）年７月１日」→「令和４（2022）年７月」 
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48 基本目標３ 市民が市民を支える

まちをつくる 

３行目 「社会に貢献することできるよう」→「社会に貢献することができるよう」 

50 図 「地域課題の把握から、介護保険サービス以外の生活支援サービス、地域交流活動などの資源開発までの

流れ図」を追加 

52 ⑶地域のささえあい活動の促進 

②ボランティア活動・市民活動の

推進 

【具体的な取組み】５行目 「NPO法人まちづくりサポートネット元気な入間」→「市民活動団体」 

③見守り体制の構築 【具体的な取組み】を記載 

１行目 「入間市声かけ運動」→「いるま市声かけ運動」 

57 表 ５７ページと５８ページの間に掲載していた「第８期介護保険事業計画期間内の施設整備量」を削除 

71 ５介護給付等の適正化 

③ケアプランの適正化 

【具体的な取組み】１行目 「居宅介護支援事業所ごとに、利用者に」→「居宅介護支援事業所に対する

実地指導で、」 

３行目 「居宅介護支援事業所に対する介護給付費適正化ソフトのヒアリングシートを利用して、居宅介

護支援事業所に対するケアプラン確認を行います。」→ 

「認定データと給付実績データを活用し、不適切なプランの可能性のある給付に対して、担当介護支援専

門員にケアプランの見直しを促します。」 

④給付内容の適正化 【具体的な取組み】１行目 「給付実績を活用し、認定情報と突合した点検を行い、適正化の取り組みを

行っていきます。」→ 

「認定データと給付実績データを活用し、過誤の可能性のある給付に対して、介護サービス事業所に給付

内容の再点検を促します。」 
 


